
令和2年10月21日

該当物 ページ 章 項番

1

調達仕様書本文 2 2 2.4
③オペレータの教育に係る期間
実機によるタイピング訓練

訓練内容の確認のため

要確認 ― ご認識のとおりです。
業務開始にあたり、使用する機体の取り扱い経
験の不足によって業務の遅延やタイピングミス
が発生することは認められません。
タイピング訓練の終了には、実機による操作に
熟達したオペレータが配置できることを機構に証
明し、機構が承認することが必要と考えます。
タイピング訓練の詳細については契約締結後に
決定します。

2

調達仕様書本文 21 9 9.2

⑥受託事業者は、住所マスターの
更新等必要なメンテナンスを定期・
不定期を問わず確実に実施するこ
と。

住所マスター購入についての記載
がないため

要確認 ― ご認識のとおりです。
仕様書30P・12.3で示す通り、機構の住所マス
ターとの整合性を保つために、機構と同一の外
部事業者から宛名マスタを購入してください。
現在の納入業者：株式会社オートマティゴ

3

調達仕様書本文 28 11 11.2
②オペレータ1名あたりの標準タッチ
数（1時間あたり）

技能認定試験合格証にて能力を証
明できると判断するため

要確認 ― 契約時の必須書類ではありませんが、機構が求
めたときにご提出いただくことができるよう、ご準
備ください。

4

調達仕様書本文 8 4 4.2 セキュリティホール対策 左記に同じ

要確認 ― 構築いただくDESネットワークはインターネット環
境からは物理的に分断されているため、脆弱性
に対する対応が即時に求められることはありま
せんが、定期的にあるいは機構の指示があった
場合にアップデートすることで、業務に影響がな
い範囲で最新の状態を保つ必要があります。

5

調達仕様書本文 9 4 4.2 不正プログラム対策 左記に同じ

要確認 ― ご認識の通りです。しかしながら、インターネット
経由のみでなく、他の手段での不正アクセスが
行われる可能性が否定できないため、このような
表現となっています。
物理的に十分なウイルス対策ができており、ウイ
ルス対策ソフトウェアを導入する必要がないと機
構が認めた場合は、ウイルス対策ソフトウェアの
導入は行わないことも考えられます。

6

調達仕様書本文 20 9 9.1

②保守時間　導入するハードウェア
及びソフトウェアは、製造元・販売会
社のサポートを最低限、平日8時00
分から19時00に行えるものとする。

製造元・販売会社のサポート時間
については、19時00まで行ってもら
えるか確約ができないため

修正要望 採用 仕様書の文言を「最低限平日９時から１７時３０
分に行えるものとする。また、可能な限り平日８
時００分から１９時００分に行えるものであるこ
と。」と修正いたします。

№

該当頁
該当する箇所の
章と項番 調達仕様書（案）の記載内容

（概要でも構いません）
意見、修正案、質問等

『中退共電算システムに係るデータエントリー等業務調達仕様書（案）』に対するご意見または修正案について

独立行政法人　勤労者退職金共済機構　システム管理部　システム運用課

機構回答意見の種類

※いただいたご意見・ご要望のうち、内容が解釈の確認等であるものについては、「採用の可否」欄は「－」としております。

採用の可否意見等の提出理由

貴機構内の作業場所の機器はセ
キュリティの観点からインターネット
へ接続してはならないとの認識でお
ります。最新に保つことができるので
しょうか。

貴機構内の作業場所の機器はセ
キュリティの観点からインターネット
へ接続してはならないとの認識でお
ります。※現状はウィルス対策ソフト
ウェアを導入していないと記憶してい
ます。

保守時間について、協議の上、時間
を変更することは可能か。

実機によるタイピング訓練とはどの
ようなものを想定されておりますで
しょうか。訓練内容ついては受託者
が決めるとの認識で宜しいでしょう
か。その際貴機構の了承が必要とな
りますでしょうか。

住所マスターは貴機構指定の業者
様から受託事業者で購入する必要
がありますでしょうか。

貴機構に常駐させるにあたり、左記
の能力を有することを証明する資料
のご提出は必要でしょうか。
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